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民事訴訟法九一条の構造・再考（四）　
 

研
究
ノ
ー
ト民

事
訴
訟
法
九
一
条
の
構
造
・
再
考
（
四
）　髙

　
　
原
　
　
知
　
　
明

は
じ
め
に

第
一
章　

民
事
訴
訟
法
九
一
条
沿
革

　

第
一
節　

明
治
民
訴
法
二
二
四
条
─
─
当
事
者
の
承
諾
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
裁
判
長
の
許
可

　

第
二
節　

明
治
三
六
年
草
案

　

第
三
節　

大
正
民
訴
法
一
五
一
条
ま
で
の
道
程

　
　

第
一
款　

出
発
点
─
─
明
治
三
六
年
草
案
二
五
二
条

　
　

第
二
款　

起
案
会
案
─
─
当
事
者
の
意
思
に
関
す
る
文
言
の
脱
落
及
び
考
え
ら
れ
る
理
由

　
　

第
三
款　

起
草
委
員
会
案
─
─
「
裁
判
長
ノ
許
可
」
文
言
の
脱
落
及
び
そ
の
経
緯

　
　

第
四
款　

民
事
訴
訟
法
中
改
正
法
律
（
大
正
一
五
年
法
律
第
六
一
号
）
の
成
立
等

　

第
四
節　

昭
和
二
三
年
法
律
第
一
四
九
号
に
よ
る
大
正
民
訴
法
一
五
一
条
の
改
正
等

　
　

第
一
款　

改
正
の
内
容
─
─
当
時
の
現
行
規
定
、
改
正
案
、
改
正
後
の
溶
け
込
み
規
定

　
　

第
二
款　

立
案
担
当
者
の
説
明

　
　

第
三
款　

改
正
に
至
る
経
緯
・
素
描

　
　

第
四
款　

そ
の
後
の
形
式
的
改
正
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研究ノート

　

第
五
節　

民
事
訴
訟
法
（
平
成
八
年
法
律
第
一
〇
九
号
）
に
よ
る
同
法
九
一
条
の
規
定

　

第
六
節　

第
一
章
の
総
括
（
以
上
、
七
一
巻
五
号
）

第
二
章　

論
点
の
整
理
─
─
伝
統
的
見
解
の
構
造
を
踏
ま
え
て

　

第
一
節　

本
章
で
の
検
討
内
容

　

第
二
節　

昭
和
三
〇
年
前
後
に
お
け
る
学
説
の
大
正
民
訴
法
一
五
一
条
の
構
造
理
解
─
─
兼
子
説
と
菊
井
＝
村
松
説

　
　

第
一
款　

兼
子
説
の
構
造

　
　

第
二
款　

菊
井
＝
村
松
説
の
構
造

　

第
三
節　

伝
統
的
見
解
の
問
題
点
等

　
　

第
一
款　

制
度
趣
旨
の
一
元
的
理
解
自
体
の
問
題

　
　

第
二
款　

内
在
的
原
因
に
よ
る
議
論
の
欠
落

　
　

第
三
款　

実
質
的
問
題
─
─
訴
訟
当
事
者
等
の
利
益
の
過
少
保
護
の
お
そ
れ

　
　

第
四
款　

訴
訟
記
録
の
電
子
化
に
伴
う
訴
訟
記
録
閲
覧
権
の
事
実
上
の
縮
減
可
能
性

　
　

第
五
款　

類
型
的
検
討
の
必
要
（
以
上
、
七
二
巻
一
号
）

　

第
四
節　

訴
訟
当
事
者
か
ら
の
閲
覧
請
求
が
あ
っ
た
場
合

　
　

第
一
款　
「
訴
訟
記
録
」
の
意
義

　
　

第
二
款　

改
正
法
九
一
条
の
二
第
二
項
等
に
い
う
「
当
事
者
」
の
意
義

　
　

第
三
款　

電
磁
的
訴
訟
記
録
の
「
閲
覧
」
の
意
義
等

　
　

第
四
款　

改
正
法
九
一
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
改
正
法
九
一
条
五
項
の
解
釈
（
以
上
、
七
二
巻
二
号
）

　

第
五
節　

利
害
関
係
の
存
在
を
主
張
す
る
第
三
者
か
ら
の
閲
覧
請
求
が
あ
っ
た
場
合

　
　

第
一
款　
「
当
事
者
」
と
「
利
害
関
係
を
疎
明
し
た
第
三
者
」
の
対
立
的
把
握
の
必
要
性

　
　

第
二
款　

非
当
事
者
と
し
て
の
「
利
害
関
係
を
疎
明
し
た
第
三
者
」
の
意
義

　
　

第
三
款　

第
三
者
の
閲
覧
を
許
可
す
べ
き
場
合

　
　

第
四
款　

第
三
者
の
閲
覧
を
拒
絶
す
べ
き
場
合
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第
五
款　

当
事
者
の
同
意
手
続
等

　
　

第
六
款　

補
論
─
─
第
三
者
に
よ
る
電
磁
的
訴
訟
記
録
の
「
閲
覧
」
と
「
複
写
」
等

　
　

第
七
款　

小
括
（
以
上
、
本
号
）

　

第
六
節　

訴
訟
当
事
者
等
以
外
の
一
般
第
三
者
か
ら
の
閲
覧
請
求
が
あ
っ
た
場
合

第
三
章　

新
た
な
構
造
理
解
に
基
づ
く
訴
訟
記
録
閲
覧
等
制
度
の
提
示
等

む
す
び
に
代
え
て

第
二
章　

論
点
の
整
理
─
─
伝
統
的
見
解
の
構
造
を
踏
ま
え
て
（
承
前
）

　

第
五
節　

利
害
関
係
の
存
在
を
主
張
す
る
第
三
者
か
ら
の
閲
覧
請
求
が
あ
っ
た
場
合

　

本
節
で
も
、
前
節
に
引
き
続
き
、
改
正
法
九
一
条
の
二
及
び
改
正
法
九
一
条
の
三
の
規
定
を
検
討
素
材
と
し
て
論
点
を
整
理
し
て
い

く
こ
と
と
し
た
い
。

　

電
磁
的
訴
訟
記
録
の
「
閲
覧
」
権
者
に
は
制
限
が
な
く
、
そ
の
複
写
、
正
謄
抄
本
の
交
付
、
訴
訟
に
関
す
る
証
明
書
の
交
付
、
録
音

テ
ー
プ
や
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
の
複
製
等
を
す
る
こ
と
は
「
当
事
者
」
及
び
「
利
害
関
係
者
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
民
事

訴
訟
法
九
一
条
や
非
電
磁
的
訴
訟
記
録
に
関
す
る
改
正
法
九
一
条
と
同
じ
で
あ
る
。
条
文
は
「
当
事
者
」
と
「
利
害
関
係
を
疎
明
し
た

第
三
者
」
と
を
並
列
的
に
規
定
す
る
た
め
、
従
来
、
両
者
の
区
別
は
意
識
的
に
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
第
一
章
で
明
ら
か
に
し
た

と
お
り
、
民
事
訴
訟
法
九
一
条
の
前
身
規
定
と
し
て
の
大
正
民
訴
法
一
五
一
条
（
昭
和
二
三
年
法
律
第
一
四
九
条
に
よ
る
改
正
前
の
も

の
。
本
節
で
は
、
特
段
断
ら
な
い
限
り
同
改
正
前
の
条
文
を
い
う
。）
の
規
定
は
、「
当
事
者
」
と
「
利
害
関
係
を
疎
明
し
た
」
第
三
者

と
の
対
立
構
造
を
前
提
と
し
た
両
者
の
利
害
調
整
の
趣
旨
を
含
ん
で
い
た
。
こ
の
趣
旨
が
昭
和
二
三
年
法
律
第
一
四
九
号
に
よ
る
大
正

民
訴
法
一
五
一
条
の
改
正
や
平
成
八
年
の
民
事
訴
訟
法
制
定
を
通
じ
て
否
定
さ
れ
て
い
な
い
と
考
え
る
限
り
、
利
害
関
係
の
存
在
を
主

（
92
）

（
93
）

（
94
）
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研究ノート

張
す
る
第
三
者
か
ら
の
閲
覧
請
求
が
あ
っ
た
場
合
の
扱
い
は
、
前
節
で
検
討
し
た
当
事
者
間
の
利
害
調
整
と
は
理
論
上
区
別
す
る
必
要

が
あ
る
。

　

第
一
款　
「
当
事
者
」
と
「
利
害
関
係
を
疎
明
し
た
第
三
者
」
の
対
立
的
把
握
の
必
要
性

　

我
が
国
に
お
い
て
、
当
事
者
公
開
の
概
念
に
関
す
る
研
究
は
あ
ま
り
活
発
で
な
い
が
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
に
お
け
る
当
事
者
公
開
原
則Par-

teiöffentlichkeit
を
参
照
し
な
が
ら
論
じ
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
ド
イ
ツ
に
お
け
る
当
事
者
公
開
の
代
表
的
論
文
に

よ
れ
ば
、
当
事
者
公
開
の
原
則
は
、
訴
訟
の
当
事
者
が
、
裁
判
所
の
あ
ら
ゆ
る
行
為
に
つ
い
て
通
知
さ
れ
、
全
て
の
口
頭
弁
論
・
証
拠

調
べ
に
立
ち
会
い
、
訴
訟
記
録
を
閲
覧
す
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
主
体
は
、
判
決
の

名
宛
人
と
な
る
当
事
者
（
本
人
）
に
限
定
さ
れ
ず
、
補
助
参
加
人
及
び
当
事
者
（
補
助
参
加
人
を
含
む
。）
の
代
理
人
に
つ
い
て
も
妥

当
す
る
と
い
う
。

　

こ
の
よ
う
な
理
解
を
出
発
点
と
す
る
と
、
当
事
者
公
開
原
則
の
射
程
は
、
前
節
で
取
り
上
げ
た
訴
訟
当
事
者
か
ら
の
閲
覧
請
求
が
あ

っ
た
場
合
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
利
害
関
係
の
存
在
を
主
張
す
る
第
三
者
か
ら
の
閲
覧
請
求
が
あ
っ
た
場
合
は
射
程
外
に
な
る
。
日
本

法
で
も
、
明
治
民
訴
法
二
二
四
条
は
一
項
で
当
事
者
か
ら
の
閲
覧
等
、
二
項
で
第
三
者
か
ら
の
閲
覧
等
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
た
と
こ

ろ
、
改
正
作
業
の
中
で
、
当
事
者
の
意
思
や
裁
判
長
の
許
可
に
関
す
る
文
言
が
脱
落
し
て
「
当
事
者
ハ
訴
訟
記
録
ノ
閲
覧
若
ハ
謄
写
又

ハ
其
ノ
正
本
、
謄
本
、
抄
本
若
ハ
訴
訟
ニ
関
ス
ル
証
明
書
ノ
交
付
ヲ
裁
判
所
書
記
ニ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
利
害
関
係
ヲ
疎
明
シ
タ
ル
第

三
者
亦
同
シ
」
と
い
う
前
段
、
後
段
形
式
の
大
正
民
訴
法
一
五
一
条
一
項
の
規
定
に
至
っ
た
も
の
の
、
こ
の
経
過
は
訴
訟
当
事
者
の
保

護
法
益
や
条
文
構
造
を
積
極
的
に
変
更
す
る
政
策
的
判
断
や
理
論
的
根
拠
の
存
在
を
示
唆
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
な
ど
は
、
本
稿
第

一
章
で
明
ら
か
に
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
現
行
法
の
文
言
に
か
か
わ
ら
ず
、「
当
事
者
」
と
「
利
害
関
係
を
疎
明
し
た

（
95
）

（
96
）

（
97
）
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民事訴訟法九一条の構造・再考（四）　

第
三
者
」
と
を
対
立
的
に
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
肯
定
さ
れ
る
場
合
、「
当
事
者
」
と
「
利
害
関
係
を
疎
明
し
た
第
三
者
」

と
を
ど
の
よ
う
な
基
準
で
区
別
す
る
か
が
論
点
と
な
る
。

　

第
二
款　

非
当
事
者
と
し
て
の
「
利
害
関
係
を
疎
明
し
た
第
三
者
」
の
意
義

　

伝
統
的
見
解
に
よ
る
場
合
、
訴
訟
記
録
の
「
閲
覧
」
の
場
面
で
は
閲
覧
権
者
の
限
定
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
当
事
者
と
訴
訟
当
事
者

と
を
対
立
的
に
捉
え
る
発
想
は
出
て
こ
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
実
務
上
も
、
閲
覧
請
求
者
に
お
い
て
一
定
の
利
害
関
係
の
疎
明

が
あ
れ
ば
そ
れ
以
上
の
調
査
を
せ
ず
に
閲
覧
を
許
可
し
、
疎
明
が
な
け
れ
ば
却
下
処
分
を
念
頭
に
置
い
て
閲
覧
請
求
の
全
部
又
は
一
部

の
取
下
げ
を
促
す
な
ど
し
て
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

本
稿
で
論
じ
る
よ
う
に
、
訴
訟
記
録
の
閲
覧
等
の
場
面
に
お
け
る
「
当
事
者
」
と
「
第
三
者
」
と
の
利
害
対
立
を
見
出
し
、
民
事
訴

訟
法
九
一
条
を
両
者
間
の
利
害
調
整
規
定
と
捉
え
る
な
ら
ば
、「
利
害
関
係
を
疎
明
し
た
第
三
者
」
の
範
囲
を
「
当
事
者
」
と
は
別
に

明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、「
当
事
者
」
の
訴
訟
記
録
閲
覧
権
が
当
事
者
公
開
原
則
に
由
来
す
る
な
ら
ば
、
利
害
関
係
の

存
在
を
主
張
す
る
第
三
者
か
ら
の
閲
覧
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
ま
ず
は
、
そ
の
第
三
者
が
当
事
者
公
開
原
則
の
主
体
＝
民
事
訴
訟

法
九
一
条
に
い
う
「
当
事
者
」
と
な
り
得
る
か
を
ま
ず
検
討
す
る
こ
と
と
な
り
、
こ
れ
が
是
認
さ
れ
る
場
合
に
は
、
利
害
関
係
の
疎
明

等
を
問
題
と
す
る
ま
で
も
な
く
、「
当
事
者
」
と
し
て
閲
覧
が
許
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
第
三
者
の
「
当
事
者
」
該

当
性
が
否
定
さ
れ
る
場
合
に
、
続
い
て
、
当
事
者
の
意
思
、
利
害
関
係
の
有
無
そ
の
他
の
閲
覧
許
否
に
関
連
す
る
事
情
を
検
討
し
て

「
利
害
関
係
を
疎
明
し
た
第
三
者
」
と
し
て
の
閲
覧
の
許
否
等
を
判
断
す
る
と
い
う
、
分
節
的
、
段
階
的
な
審
理
モ
デ
ル
が
浮
上
し
て

く
る
こ
と
と
な
る
。

　

兼
子
『
概
論
』
に
い
う
「
当
事
者
等
」
＝
「
当
事
者
其
の
他
の
関
係
人
」
が
当
事
者
公
開
原
則
の
主
体
と
同
義
と
仮
定
す
る
と
、
例

（
98
）

（
99
）
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え
ば
、
利
害
関
係
の
存
在
を
主
張
す
る
第
三
者
か
ら
の
訴
訟
記
録
の
閲
覧
請
求
を
受
け
た
裁
判
所
書
記
官
と
し
て
は
、
ま
ず
、
そ
の
第

三
者
の
地
位
が
当
事
者
公
開
原
則
の
主
体
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
を
類
型
的
に
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
。
例
え

ば
、
補
助
参
加
の
申
出
と
と
も
に
訴
訟
記
録
の
閲
覧
を
求
め
る
場
合
に
は
、
ド
イ
ツ
の
見
解
等
を
ひ
と
ま
ず
肯
定
す
る
限
り
、
民
事
訴

訟
法
九
一
条
二
項
等
に
い
う
「
当
事
者
」
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
、
当
事
者
公
開
を
制
限
す
べ
き
例
外
的
事
情
が
な
い
限
り
、
閲
覧

等
を
許
可
す
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
当
事
者
の
一
方
か
ら
訴
訟
告
知
を
受
け
た
と
い
う
よ
う
に
、
補
助
参
加
の
申
出
は
し
て
い
な

い
が
参
加
の
利
益
を
有
す
る
と
主
張
す
る
場
合
は
ど
う
か
。
直
ち
に
「
当
事
者
」
に
該
当
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
解
さ
れ
る
が
、
訴
訟

当
事
者
双
方
の
意
思
や
、
閲
覧
を
し
よ
う
と
す
る
第
三
者
の
利
害
関
係
の
有
無
程
度
の
検
討
結
果
を
踏
ま
え
て
、
後
述
す
る
要
件
、
手

続
の
枠
内
で
閲
覧
の
許
否
を
裁
量
的
に
判
断
す
る
こ
と
と
な
る
。

　

な
お
検
討
を
要
す
る
も
の
の
、
改
正
法
九
一
条
の
二
第
二
項
等
に
い
う
「
利
害
関
係
を
疎
明
し
た
第
三
者
」
に
該
当
す
る
と
さ
れ
る

の
は
、
実
は
限
定
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
可
能
性
も
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。

　

第
三
款　

第
三
者
の
閲
覧
を
許
可
す
べ
き
場
合

　

利
害
関
係
の
存
在
を
主
張
す
る
第
三
者
か
ら
の
閲
覧
請
求
が
あ
っ
た
場
合
、
本
稿
で
述
べ
て
き
た
民
事
訴
訟
法
九
一
条
の
構
造
理
解

に
よ
れ
ば
、
当
事
者
双
方
が
そ
の
第
三
者
の
訴
訟
記
録
閲
覧
に
同
意
し
た
と
き
は
、
そ
の
閲
覧
を
制
約
す
べ
き
対
抗
利
益
が
な
い
も
の

と
し
て
、
そ
の
第
三
者
の
閲
覧
を
許
可
す
べ
き
も
の
と
解
さ
れ
る
。
利
害
関
係
の
疎
明
の
有
無
を
問
題
と
す
る
こ
と
な
く
、
裁
量
的
に

閲
覧
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
伝
統
的
見
解
に
よ
る
場
合
に
は
難
し
そ
う
で
あ
る
が
、
本
稿
の
構
造
理
解
に
よ
れ
ば
、
裁
量
的

許
可
の
余
地
が
あ
る
こ
と
と
な
る
。

　

当
事
者
の
一
方
又
は
双
方
の
同
意
が
な
い
場
合
は
ど
う
か
。「
同
意
の
な
い
」
場
合
と
し
て
は
、
積
極
的
に
同
意
し
な
い
場
合
も
あ

（
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れ
ば
、
意
思
能
力
を
欠
い
た
り
所
在
不
明
等
の
た
め
に
事
実
上
同
意
が
見
込
ま
れ
な
い
場
合
も
あ
り
得
る
。
当
事
者
の
一
方
又
は
双
方

の
合
意
が
な
い
と
き
で
あ
っ
て
も
、
合
意
し
な
い
当
事
者
の
一
方
又
は
双
方
の
意
思
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
第
三
者
に
閲
覧
を
許
容
す

べ
き
場
合
が
あ
る
か
、
あ
る
と
す
れ
ば
ど
の
よ
う
な
場
合
か
が
論
点
と
な
る
。

　

Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
九
九
条
二
項
に
お
い
て
、
裁
判
長
の
許
可
を
当
事
者
双
方
の
同
意
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
規
定
し
て
い
る
理
由
に
つ
い

て
、
具
体
的
な
説
明
が
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
こ
れ
を
継
受
し
た
日
本
法
の
議
論
も
皆
無
の
状
況
に
あ
る
が
、
隔
地
者
間
の

訴
訟
に
お
い
て
、
都
度
当
事
者
双
方
の
同
意
を
取
り
付
け
る
手
続
が
事
実
上
困
難
、
煩
雑
で
あ
っ
た
実
情
が
あ
っ
た
と
い
う
の
が
あ
り

得
る
推
測
で
あ
る
。
二
一
世
紀
の
第
二
四
半
期
が
目
前
に
迫
る
現
時
点
に
お
い
て
、
こ
れ
に
基
づ
く
同
意
に
相
当
す
る
許
可
の
制
度
を

残
置
す
る
可
能
性
は
あ
る
か
。
そ
の
必
要
性
は
相
当
に
減
少
し
て
い
る
も
の
の
、
当
事
者
側
の
支
障
を
原
因
と
し
て
「
当
事
者
双
方
」

の
同
意
を
取
り
付
け
ら
れ
な
い
リ
ス
ク
へ
の
対
応
の
必
要
は
な
お
残
る
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
閲
覧
の
許
否

は
、
当
事
者
の
推
定
的
意
思
を
出
発
点
と
し
て
決
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　

当
事
者
の
一
方
又
は
双
方
が
第
三
者
の
閲
覧
に
反
対
す
る
場
合
は
ど
う
か
。
本
稿
に
お
い
て
、
大
正
民
訴
法
一
五
一
条
の
前
身
の
明

治
民
訴
法
二
二
四
条
二
項
に
規
定
さ
れ
て
い
た
当
事
者
の
意
思
に
関
す
る
文
言
が
脱
落
し
た
理
由
に
つ
き
、
筆
者
は
、
単
な
る
語
句
の

整
理
に
と
ど
ま
る
と
い
う
考
え
方
（
Ａ
説
）、
当
事
者
の
意
思
は
裁
判
長
の
裁
量
判
断
の
要
素
に
と
ど
ま
る
と
整
理
し
た
旨
の
考
え
方

（
Ｂ
説
）、
明
治
民
訴
法
二
二
四
条
二
項
の
実
質
を
改
め
て
法
的
利
害
関
係
あ
り
の
疎
明
が
あ
れ
ば
第
三
者
閲
覧
を
許
可
し
て
よ
い
と

い
う
新
た
な
価
値
判
断
を
採
用
し
た
と
い
う
考
え
方
（
Ｃ
説
）
を
提
示
し
た
（
第
一
章
第
三
節
第
二
款
）。
Ｃ
説
は
現
時
点
で
入
手
可

能
な
当
時
の
説
明
と
大
き
く
か
け
離
れ
る
の
で
ひ
と
ま
ず
脇
に
置
く
と
、
Ａ
説
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
、「
当
事
者
」
に
当
た
ら
な
い
第

三
者
か
ら
の
閲
覧
請
求
に
当
事
者
の
一
方
又
は
双
方
が
反
対
す
る
と
き
に
、
当
事
者
双
方
の
意
思
に
か
か
わ
ら
ず
、
裁
判
所
が
そ
の
第

三
者
の
閲
覧
請
求
を
許
可
す
る
の
は
ご
く
限
定
的
で
あ
る
と
い
う
指
針
が
導
き
出
さ
れ
る
。
Ｂ
説
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
Ａ
説
よ
り
も
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柔
軟
な
判
断
の
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
も
の
の
、「
当
事
者
」
に
当
た
ら
な
い
第
三
者
か
ら
の
閲
覧
請
求
に
当
事
者
の
一
方
又
は
双

方
が
反
対
し
て
い
る
こ
と
は
、
閲
覧
の
全
部
又
は
一
部
を
許
可
し
な
い
方
向
に
働
く
有
力
な
考
慮
要
素
と
な
る
と
い
う
指
針
が
導
き
出

さ
れ
る
。

　

第
四
款　

第
三
者
の
閲
覧
を
拒
絶
す
べ
き
場
合

　

伝
統
的
見
解
や
そ
れ
に
沿
う
実
務
は
、
民
事
訴
訟
法
九
一
条
一
項
の
規
定
を
同
条
二
項
以
下
の
規
定
と
切
り
離
し
て
一
元
的
に
適
用

さ
れ
る
も
の
と
考
え
る
。
そ
の
結
果
、
利
害
関
係
を
疎
明
し
た
第
三
者
の
閲
覧
を
拒
絶
す
べ
き
場
合
を
同
条
五
項
に
お
い
て
明
文
で
定

め
る
「
訴
訟
記
録
の
保
存
又
は
裁
判
所
の
執
務
に
支
障
が
あ
る
と
き
」
と
限
定
的
に
理
解
す
る
。
そ
の
結
果
、
本
来
考
慮
す
べ
き
訴
訟

当
事
者
側
の
利
益
が
捨
象
さ
れ
た
ま
ま
に
許
可
判
断
に
至
る
ケ
ー
ス
が
ほ
と
ん
ど
を
占
め
る
結
果
と
な
り
、
訴
訟
当
事
者
の
保
護
に
値

す
る
利
益
の
保
護
が
過
小
に
な
る
可
能
性
は
、
既
に
触
れ
た
（
第
二
章
第
三
節
第
三
款
）。

　

こ
れ
に
対
し
、
本
稿
の
よ
う
に
、
民
事
訴
訟
法
九
一
条
一
項
の
二
元
的
理
解
を
出
発
点
と
す
る
と
、
利
害
関
係
の
疎
明
が
あ
っ
て
も
、

前
款
で
検
討
し
た
と
お
り
、
当
事
者
側
の
対
抗
利
益
と
の
関
係
で
閲
覧
の
必
要
性
が
優
越
す
る
と
は
い
え
な
い
場
合
に
、
そ
の
閲
覧
を

拒
絶
す
べ
き
も
の
と
解
釈
す
る
こ
と
と
な
る
。

　

第
五
款　

当
事
者
の
同
意
手
続
等

　

改
正
法
九
二
条
八
項
は
、
秘
密
保
護
の
た
め
の
閲
覧
等
の
制
限
に
関
し
、
補
助
参
加
等
を
し
た
者
（
第
三
者
）
に
秘
密
記
載
部
分
の

閲
覧
等
を
さ
せ
る
こ
と
に
つ
き
民
事
訴
訟
法
九
二
条
一
項
の
申
立
て
を
し
た
当
事
者
の
全
て
の
同
意
が
あ
る
と
き
は
、
同
条
六
項
及
び

七
項
の
規
定
を
適
用
し
な
い
旨
を
規
定
し
て
い
る
。
本
稿
で
取
り
上
げ
る
当
事
者
の
同
意
手
続
も
こ
れ
に
準
じ
て
取
り
扱
う
こ
と
が
考
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え
ら
れ
る
。

　

第
六
款　

補
論
─
─
第
三
者
に
よ
る
電
磁
的
訴
訟
記
録
の
「
閲
覧
」
と
「
複
写
」
等

　

当
事
者
に
よ
る
電
磁
的
訴
訟
記
録
の
「
閲
覧
」
の
意
義
等
に
つ
い
て
前
節
第
三
款
に
お
い
て
論
じ
た
と
こ
ろ
は
、
第
三
者
の
「
閲

覧
」
を
許
可
す
べ
き
場
合
も
同
様
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
繰
り
返
さ
な
い
。

　

訴
訟
記
録
の
閲
覧
等
に
関
す
る
現
行
法
の
規
定
は
「
当
事
者
」
と
「
利
害
関
係
を
疎
明
し
た
第
三
者
」
と
を
法
文
上
並
列
的
に
規
定

す
る
。
そ
の
た
め
、「
利
害
関
係
を
疎
明
し
た
第
三
者
」
に
も
「
当
事
者
」
に
許
容
さ
れ
る
も
の
と
同
等
の
電
磁
的
記
録
の
閲
覧
等
が

で
き
る
と
い
う
思
考
に
結
び
つ
き
や
す
い
。
改
正
法
も
現
行
法
の
枠
組
み
を
踏
襲
し
て
い
る
が
、
そ
の
前
提
と
し
て
「
当
事
者
」
と

「
利
害
関
係
を
疎
明
し
た
第
三
者
」
と
を
等
価
値
と
み
て
、
民
事
裁
判
手
続
等
の
Ｉ
Ｔ
化
研
究
会
の
提
案
で
は
「
基
本
的
に
現
行
法
と

同
様
の
規
律
が
提
案
さ
れ
て
い
た
」
と
こ
ろ
、
Ｉ
Ｔ
化
部
会
で
も
「
利
害
関
係
を
疎
明
し
た
第
三
者
に
つ
い
て
は
当
事
者
と
同
等
の
扱

い
と
す
る
こ
と
に
異
論
は
少
な
く
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
閲
覧
・
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
を
認
め
る
方
向
で
あ
る
」。
こ
れ
に
対
し
て
「
利
害
関

係
の
な
い
第
三
者
に
つ
い
て
は
激
し
い
議
論
が
あ
り
、
中
間
試
案
は
、
結
局
、
両
論
併
記
の
形
と
な
っ
て
い
る
」
と
解
説
さ
れ
る
。
も

っ
と
も
、
本
稿
の
よ
う
に
「
当
事
者
」
と
「
利
害
関
係
を
疎
明
し
た
第
三
者
」
と
の
対
立
関
係
を
見
出
す
と
、
前
記
の
よ
う
な
思
考
の

維
持
は
難
し
く
な
っ
て
く
る
。
加
え
て
、
前
節
第
三
款
に
お
い
て
検
討
し
た
よ
う
に
、
電
磁
的
記
録
の
「
閲
覧
」
は
非
電
磁
的
訴
訟
記

録
の
「
閲
覧
」
と
異
な
っ
て
く
る
可
能
性
を
踏
ま
え
て
考
え
る
と
、
利
害
関
係
を
疎
明
し
た
第
三
者
に
、
改
正
法
九
一
条
の
二
第
一
項

に
よ
る
電
磁
的
訴
訟
記
録
の
「
閲
覧
」
を
超
え
て
、
同
条
第
四
項
等
に
お
い
て
電
磁
的
訴
訟
記
録
に
係
る
「
複
写
」
等
を
認
め
る
理
論

的
根
拠
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

改
正
法
九
一
条
の
二
第
二
項
以
下
の
規
定
は
、
非
電
磁
的
訴
訟
記
録
の
規
律
を
そ
の
ま
ま
電
磁
的
訴
訟
記
録
に
も
妥
当
さ
せ
よ
う
と

（
103
）

（
104
）

（阪大法学）73（1-45）　 45 〔2023. 5 〕



研究ノート

す
る
が
、
そ
も
そ
も
、
非
電
磁
的
訴
訟
記
録
の
規
律
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
な
の
か
。「
当
事
者
」
と
「
利
害
関
係
を
疎
明
し
た

第
三
者
」
と
を
並
列
的
、
同
価
値
的
な
も
の
と
み
る
構
造
自
体
を
問
い
直
す
必
要
は
、
伝
統
的
見
解
や
そ
れ
に
沿
う
実
務
に
お
い
て
も
、

論
じ
ら
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。
前
款
ま
で
で
検
討
し
た
訴
訟
記
録
の
「
閲
覧
」
以
外
の
方
法
に
よ
り
訴
訟
記
録
に
ア
ク
セ
ス
可
能
な

者
の
範
囲
に
関
す
る
規
律
は
、
大
正
民
訴
法
一
五
一
条
の
実
質
が
維
持
さ
れ
た
ま
ま
に
現
在
に
至
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

本
稿
の
よ
う
に
「
当
事
者
」
と
「
利
害
関
係
を
疎
明
し
た
第
三
者
」
と
を
対
立
的
に
把
握
す
る
場
合
、
電
磁
的
訴
訟
記
録
の
「
閲

覧
」
の
場
面
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
「
複
写
」
等
の
場
面
に
お
い
て
も
、
前
款
ま
で
に
検
討
し
て
き
た
内
容
と
同
様
の
規
律
を
及
ぼ
し
て

い
く
枠
組
み
が
基
本
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
第
三
者
が
電
磁
的
訴
訟
記
録
の
「
閲
覧
」
に
対
す
る
利
害
関
係
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の

電
磁
的
訴
訟
記
録
の
「
複
写
」
等
も
当
然
に
許
容
さ
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。「
複
写
」
等
の
ア
ク
セ
ス
手
段
に
応
じ
て
、
別
途
可

否
を
検
討
し
て
い
く
と
い
う
枠
組
み
を
想
定
で
き
る
。
伝
統
的
見
解
に
よ
っ
て
も
、
訴
訟
記
録
の
「
閲
覧
」
以
外
の
ア
ク
セ
ス
方
法
と

の
関
係
で
は
、
当
事
者
と
同
様
に
扱
う
現
行
法
を
維
持
す
る
見
解
、
当
事
者
と
は
異
な
る
扱
い
が
許
容
さ
れ
る
と
の
見
解
の
両
方
が
成

り
立
ち
得
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

第
七
款　

小
括

　

本
節
で
は
、「
当
事
者
」
と
「
利
害
関
係
を
疎
明
し
た
第
三
者
」
と
の
対
立
構
造
（
第
一
章
第
一
節
、
第
二
節
、
第
六
節
）
を
踏
ま

え
つ
つ
、
利
害
関
係
の
存
在
を
主
張
す
る
第
三
者
か
ら
の
閲
覧
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
焦
点
を
当
て
て
、
あ
る
べ
き
論
点
を
整
理
し
た
。

そ
の
結
果
、
以
下
の
点
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

　

第
一
に
、「
当
事
者
」
と
「
利
害
関
係
を
疎
明
し
た
第
三
者
」
を
並
列
的
に
規
定
す
る
民
事
訴
訟
法
九
一
条
の
文
言
に
か
か
わ
ら
ず
、

「
当
事
者
」
と
「
利
害
関
係
を
疎
明
し
た
第
三
者
」
と
を
対
立
的
に
把
握
す
る
こ
と
の
要
否
が
論
点
と
な
る
。（
第
一
款
）

（
105
）（
106
）
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第
二
に
、
前
記
論
点
を
肯
定
的
に
回
答
す
る
場
合
、
当
事
者
公
開
原
則
の
対
象
と
な
ら
な
い
「
利
害
関
係
を
疎
明
し
た
第
三
者
」
の

意
義
、
範
囲
が
論
点
と
な
る
。
ま
ず
、
利
害
関
係
の
存
在
を
主
張
す
る
第
三
者
が
当
事
者
公
開
原
則
の
主
体
＝
民
事
訴
訟
法
九
一
条
二

項
等
に
い
う
「
当
事
者
」
と
な
り
得
る
か
を
検
討
し
、
そ
れ
が
否
定
さ
れ
る
場
合
に
、
続
い
て
、
当
事
者
の
意
思
、
利
害
関
係
の
有
無

そ
の
他
の
閲
覧
許
否
に
関
連
す
る
事
情
を
検
討
し
て
閲
覧
の
許
否
を
判
断
す
る
と
い
う
分
節
的
、
段
階
的
な
審
理
モ
デ
ル
が
浮
上
し
て

く
る
。（
第
二
款
）

　

第
三
に
、
伝
統
的
見
解
に
よ
れ
ば
利
害
関
係
の
疎
明
の
有
無
に
よ
り
第
三
者
の
閲
覧
許
否
が
定
ま
る
が
、
本
稿
の
民
事
訴
訟
法
九
一

条
の
構
造
理
解
に
よ
れ
ば
、
利
害
関
係
の
疎
明
を
問
題
と
す
る
こ
と
な
く
、
当
事
者
双
方
が
そ
の
第
三
者
の
訴
訟
記
録
閲
覧
に
同
意
す

れ
ば
、
閲
覧
を
許
可
し
て
差
支
え
な
い
こ
と
と
な
る
。
当
事
者
の
一
方
又
は
双
方
側
の
事
情
で
当
事
者
双
方
の
同
意
が
得
ら
れ
な
い
場

合
に
は
裁
判
所
が
同
意
に
相
当
す
る
許
可
を
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
当
事
者
の
一
方
又
は
双
方
の
反
対
が
あ
る
と
、
閲
覧
の
全

部
又
は
一
部
を
許
可
し
な
い
こ
と
と
な
る
か
、
許
可
し
な
い
方
向
の
事
情
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。（
第
三
款
）

　

第
四
に
、
伝
統
的
見
解
に
よ
れ
ば
、
利
害
関
係
を
疎
明
し
た
第
三
者
の
閲
覧
を
拒
絶
す
べ
き
場
合
は
民
事
訴
訟
法
九
一
条
五
項
に
該

当
す
る
場
合
を
除
い
て
ほ
ぼ
な
い
が
、
本
稿
の
民
事
訴
訟
法
九
一
条
の
構
造
理
解
に
よ
れ
ば
、
利
害
関
係
の
疎
明
が
あ
っ
て
も
、
当
事

者
の
一
方
又
は
双
方
が
反
対
す
る
と
き
は
、
事
案
に
よ
っ
て
は
閲
覧
を
拒
絶
す
べ
き
場
合
が
あ
る
。（
第
四
款
）

　

第
五
に
、
伝
統
的
見
解
と
は
異
な
り
、
本
稿
の
民
事
訴
訟
法
九
一
条
の
構
造
理
解
に
よ
れ
ば
、
利
害
関
係
の
存
在
を
主
張
す
る
第
三

者
か
ら
の
閲
覧
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
事
者
の
意
思
を
確
か
め
る
必
要
が
あ
る
。（
第
五
款
）

　

第
六
に
、
利
害
関
係
の
存
在
を
主
張
す
る
第
三
者
か
ら
の
「
閲
覧
」
以
外
の
方
法
で
の
訴
訟
記
録
内
容
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
問
題
と
な

る
場
合
に
は
、
第
一
の
論
点
に
対
す
る
一
定
内
容
の
解
答
が
前
提
と
な
る
。
こ
の
点
は
、
民
事
訴
訟
法
九
一
条
の
構
造
に
つ
き
伝
統
的

見
解
に
沿
っ
て
理
解
し
て
も
同
様
で
あ
る
。（
第
六
款
）
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次
節
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
整
理
を
踏
ま
え
、
第
三
者
一
般
か
ら
の
閲
覧
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
ど
の
よ
う
な
点
を
論
じ
る
必
要
が
あ

る
か
を
検
討
す
る
。
第
四
節
及
び
前
節
で
論
じ
て
き
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
昭
和
二
三
年
法
律
第
一
四
九
号
に
よ
る
大
正
民
訴
法
一
五

一
条
の
改
正
に
よ
っ
て
人
的
に
拡
大
さ
れ
た
記
録
閲
覧
権
は
「
当
事
者
」
の
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、「
利
害
関
係
を
疎
明
し
た
第
三

者
」
の
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
論
点
が
、
次
第
に
姿
を
現
し
つ
つ
あ
る
。

実
務
上
は
、
あ
る
訴
訟
の
訴
訟
記
録
を
第
三
者
が
利
用
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
民
事
訴
訟
法
九
一
条
一
項
に
よ
り
訴
訟
記
録
を
閲
覧
し
て

関
連
部
分
を
特
定
し
た
上
で
、
利
害
関
係
を
疎
明
し
て
、
同
条
三
項
に
よ
り
当
該
関
連
部
分
を
謄
写
し
て
そ
の
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
あ
る
。

も
っ
と
も
、「
利
害
関
係
」
の
有
無
に
関
し
明
確
な
基
準
が
な
い
た
め
に
、
謄
写
が
許
さ
れ
な
い
ケ
ー
ス
も
散
見
さ
れ
る
。
そ
の
第
三
者
が
当

事
者
と
な
っ
て
い
る
訴
訟
が
係
属
中
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
訴
訟
に
お
い
て
文
書
送
付
嘱
託
（
民
事
訴
訟
法
二
二
六
条
本
文
）
を
申
し
立
て
て
、

嘱
託
先
の
訴
訟
記
録
の
原
本
又
は
写
し
の
送
付
を
受
け
て
、
同
様
の
目
的
を
達
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
本
稿
で
検
討
す
る
民
事
訴
訟
法
九
一
条

の
構
造
論
か
ら
離
れ
る
の
で
詳
論
し
な
い
が
、
訴
訟
記
録
を
開
示
す
る
裁
判
所
側
か
ら
み
て
、
訴
訟
外
の
第
三
者
の
謄
写
等
の
許
否
を
判
断
す

る
に
当
た
り
、
請
求
ル
ー
ト
の
違
い
に
よ
り
基
準
が
異
な
っ
て
よ
い
の
か
と
い
う
問
題
意
識
は
あ
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
規
定
は
、
改
正
法
公
布
の
日
（
令
和
四
年
五
月
二
五
日
）
か
ら
四
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
さ
れ

る
（
改
正
法
附
則
一
条
柱
書
本
文
）。

民
事
訴
訟
法
九
一
条
二
項
、
三
項
、
四
項
後
段
、
九
一
条
の
二
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
（
未
施
行
）、
九
一
条
の
三
（
未
施
行
）。

Ｚ
Ｐ
Ｏ
三
五
七
条
一
項
は
「
当
事
者
は
、
証
拠
調
べ
に
立
ち
会
う
こ
と
が
で
き
る
。」
と
規
定
し
て
お
り
、
そ
の
見
出
し
と
し
て

Parteiöffentlichkeit

が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

戦
前
期
の
も
の
と
し
て
、
例
え
ば
、
兼
子
『
概
論
』
二
五
〇
頁
（
前
掲
注
（
50
））、
齋
藤
＝
中
田
・
前
掲
注
（
17
）
四
三
六
、
五
一
五
─

五
一
六
頁
。
な
お
、
兼
子
博
士
が
当
時
の
ド
イ
ツ
の
当
事
者
公
開
概
念
に
沿
っ
て
論
じ
て
い
た
な
ら
ば
、
補
助
参
加
人
を
「
当
事
者
」
に
含
め

て
お
ら
れ
た
可
能
性
は
小
さ
く
な
い
。
前
掲
注
（
50
）、（
60
）
で
は
補
助
参
加
人
を
「
利
害
関
係
を
疎
明
し
た
第
三
者
」
の
典
型
例
と
し
て
挙

げ
た
が
、
本
文
と
異
な
る
趣
旨
を
述
べ
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
は
な
い
。
戦
後
の
主
な
も
の
と
し
て
、
西
村
宏
一
「
訴
訟
記
録
」
民
事
訴

訟
法
学
会
編
『
民
事
訴
訟
講
座
第
二
巻
』（
有
斐
閣
、
昭
和
二
九
年
）
四
九
三
頁
（
第
一
款
本
文
の
叙
述
も
同
論
文
に
よ
っ
て
い
る
。）、
山
木

（
92
）

（
93
）

（
94
）

（
95
）

（
96
）
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戸
・
前
掲
注
（
1
）、
木
川
統
一
郎
＝
生
田
美
弥
子
「
鑑
定
人
の
鑑
定
準
備
作
業
に
お
け
る
当
事
者
公
開
原
則
に
つ
い
て
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
八

五
六
号
（
平
成
六
年
）
三
三
頁
（
木
川
統
一
郎
『
民
事
鑑
定
の
研
究
』（
判
例
タ
イ
ム
ズ
社
、
平
成
一
五
年
）
四
八
三
頁
所
収
）、
池
邊
摩
依

「
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
当
事
者
公
開
原
則
の
成
立
」
法
学
雑
誌
六
三
巻
一
号
（
平
成
二
九
年
）
六
七
頁
、
同
「
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法

に
お
け
る
当
事
者
公
開
原
則
の
保
障
内
容
─
─
個
別
問
題
の
検
討
を
基
礎
と
し
て
─
─
」
法
学
雑
誌
六
五
巻
一
・
二
号
（
令
和
元
年
）
三
八
頁
。

Friedrich E. Schnapp, Parteiöffentlichkeit bei T
atsachenfeststellungen durch den Sachverständigen?, Festschrift für 

Christian-Friedrich M
enger, 1985, S. 557 ff.

訴
訟
記
録
の
謄
写
、
正
謄
抄
本
の
交
付
、
訴
訟
に
関
す
る
事
項
の
証
明
書
の
交
付
、
録
音
テ
ー
プ
や
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
の
複
製
の
場
面
で
は
、

伝
統
的
見
解
に
よ
っ
て
も
、「
利
害
関
係
を
疎
明
し
た
第
三
者
」
該
当
性
に
よ
っ
て
訴
訟
記
録
の
謄
写
等
の
許
否
が
枠
付
け
ら
れ
る
こ
と
と
な

る
。
第
六
款
参
照
。

前
款
で
論
じ
た
内
容
に
照
ら
す
と
、
本
モ
デ
ル
の
一
段
目
は
前
款
で
論
じ
る
内
容
と
重
な
る
が
、
現
時
点
に
お
い
て
は
、
条
文
の
沿
革
等

と
は
異
な
る
「
当
事
者
及
び
利
害
関
係
を
疎
明
し
た
第
三
者
」
該
当
性
が
一
体
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
状
況
に
鑑
み
て
、
一
段
目

を
モ
デ
ル
に
含
め
て
い
る
。

「
民
事
訴
訟
法
（
Ｉ
Ｔ
化
関
係
）
等
の
改
正
に
関
す
る
中
間
試
案
」
で
は
、「
補
助
参
加
の
申
出
を
濫
用
し
た
訴
訟
記
録
の
閲
覧
等
を
防

ぐ
た
め
の
規
律
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
引
き
続
き
検
討
す
る
も
の
と
す
る
。」
と
の
注
記
が
あ
っ
た
（
第
一
二
・
一
（
注
2
））。
法
務
省
民
事

局
参
事
官
室
「
民
事
訴
訟
法
（
Ｉ
Ｔ
化
関
係
）
等
の
改
正
に
関
す
る
中
間
試
案
の
補
足
説
明
」
一
〇
〇
頁
で
は
、
補
助
参
加
の
申
出
を
し
た
者

が
民
事
訴
訟
法
九
一
条
等
に
い
う
「
当
事
者
」
に
含
ま
れ
る
こ
と
を
出
発
点
に
、
一
定
時
期
ま
で
は
「
当
事
者
」
か
ら
除
外
す
る
と
の
規
律
を

導
入
す
る
こ
と
の
要
否
等
を
引
き
続
き
検
討
す
る
も
の
と
し
て
い
る
旨
説
明
さ
れ
て
い
た
。
要
綱
案
第
一
〇
・
四
「
補
助
参
加
人
の
記
録
の
閲

覧
等
」
に
お
い
て
、
訴
訟
当
事
者
と
の
関
係
で
、
補
助
参
加
人
が
訴
訟
記
録
等
の
閲
覧
等
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
期
を
後
ろ
倒
し
に
す
る
趣

旨
の
規
律
を
加
え
る
旨
の
提
案
（
前
掲
注
（
67
））
に
基
づ
き
、
改
正
法
四
五
条
五
項
と
し
て
明
文
化
さ
れ
た
。
脇
村
真
治
ほ
か
「『
民
事
訴
訟

法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
』
の
解
説
⑶
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
二
二
八
号
（
令
和
四
年
）
四
頁
は
、
新
法
で
は
、
補
助
参
加
人
の
う
ち
、
補
助
参
加

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
確
定
し
た
者
に
限
っ
て
、
当
事
者
と
同
じ
よ
う
に
訴
訟
記
録
の
閲
覧
等
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
説
明
し
て

い
る
。
改
正
法
四
五
条
五
項
の
「
当
事
者
と
み
な
す
」
の
文
言
の
意
味
に
よ
る
が
、
補
助
参
加
人
の
位
置
付
け
が
微
妙
に
変
化
し
て
い
る
可
能

性
が
あ
る
。
本
文
記
載
の
理
解
（
補
足
説
明
の
理
解
も
同
旨
と
思
わ
れ
る
。）
を
出
発
点
に
す
れ
ば
、
改
正
法
四
五
条
五
項
の
実
質
的
機
能
は
、

（
97
）

（
98
）

（
99
）

（
100
）
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一
定
時
期
ま
で
は
補
助
参
加
人
を
「
当
事
者
と
は
扱
わ
な
い
」
こ
と
に
あ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
補
助
参
加
人
は
「
当
事
者
」
に
該
当
し
な
い
前

提
で
、
一
定
時
期
以
降
に
当
事
者
と
擬
制
す
る
こ
と
と
し
た
も
の
と
読
む
余
地
が
出
て
き
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

民
事
訴
訟
法
九
一
条
三
項
に
い
う
「
利
害
関
係
（
を
疎
明
し
た
第
三
者
）」
の
意
義
に
関
し
、
異
論
が
出
て
き
て
も
不
思
議
で
は
な
い
が
、

裁
判
所
職
員
総
合
研
修
所
監
修
『
民
事
実
務
講
義
案
（
五
訂
版
）』（
司
法
協
会
、
平
成
二
九
年
）
七
六
頁
は
、
次
の
よ
う
に
い
う
。「
法
律
上

の
利
害
関
係
（
私
法
上
又
は
公
法
上
、
あ
る
い
は
財
産
法
又
は
身
分
法
上
の
い
ず
れ
の
も
の
で
も
差
し
支
え
な
い
。）
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る

が
、
訴
訟
の
結
果
が
直
ち
に
そ
の
者
の
法
律
関
係
に
影
響
を
与
え
る
ほ
ど
の
直
接
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
例
え
ば
、
訴
訟
に
補

助
参
加
し
う
る
第
三
者
…
…
訴
訟
告
知
を
受
け
た
第
三
者
…
…
は
、
通
常
そ
の
訴
訟
記
録
全
部
に
つ
い
て
利
害
関
係
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
Ａ
と
訴
訟
中
の
Ｂ
は
、
そ
の
訴
訟
の
争
点
に
つ
い
て
Ａ
が
他
の
事
件
で
し
た
証
言
又
は
供
述
の
調
書
に
つ
い
て
、
通
常
法
律
上
の
利
害

関
係
を
有
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
」。

改
正
法
附
則
一
条
二
号
、
民
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
（
令
和
四
年
政
令
第
三
八
九

号
）
に
よ
り
、
令
和
五
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
て
い
る
。

改
正
法
九
二
条
八
項
に
い
う
「
同
意
」
に
関
し
、
民
事
訴
訟
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
四
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
一
七

号
）
に
お
い
て
、
特
段
同
意
の
形
式
を
限
定
す
る
趣
旨
の
規
定
は
置
か
れ
て
い
な
い
。

山
本
和
彦
「
訴
訟
記
録
の
閲
覧
と
手
数
料
の
電
子
納
付
」
山
本
和
彦
編
『
民
事
裁
判
手
続
と
Ｉ
Ｔ
化
の
重
要
論
点
』（
有
斐
閣
、
令
和
三

年
）
九
八
頁
。

「
閲
覧
」
と
そ
れ
以
外
へ
の
訴
訟
記
録
へ
の
ア
ク
セ
ス
方
法
に
関
す
る
大
正
民
訴
法
一
五
一
条
に
関
す
る
昭
和
三
〇
年
代
の
学
説
の
対
立

（
第
二
章
第
二
節
）
は
、「
当
事
者
」
と
「
利
害
関
係
を
疎
明
し
た
第
三
者
」
と
の
関
係
に
関
す
る
議
論
を
含
ん
で
い
な
い
。

そ
の
際
に
は
、
当
事
者
で
な
い
「
利
害
関
係
を
疎
明
し
た
第
三
者
」
が
「
閲
覧
」
以
外
の
方
法
で
訴
訟
記
録
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
根
拠
が

理
論
的
に
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

（
101
）

（
102
）

（
103
）

（
104
）

（
105
）

（
106
）
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